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左から府川さん、飯塚さん、平井さん、
桑原さん、菊川さん、綿引さん

　
12
月
2
日
（
日
）、
横
浜
国
際

プ
ー
ル
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
で
開
催

さ
れ
た
、
２
０
１
２
少
林
寺
拳
法

全
国
大
会
in
か
な
が
わ
大
会
の
中

学
生
団
体
の
部
に
、
一
般
財
団
法

人
少
林
寺
拳
法
連
盟
足
柄
支
部
に

所
属
す
る
文
命
中
学
校
の
６
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（
菊
川
玲
奈
さ
ん
・
３
年
、
飯
塚
淑

貴
さ
ん
・
２
年
、
綿
引
寅
之
介
さ

ん
・
２
年
、
桑
原
教
瑛
さ
ん
・
１
年
、

平
井
琴
花
さ
ん
・
１
年
、
府
川
直

途
さ
ん
・
１
年
）
が
出
場
し
ま
し
た
。

　
少
林
寺
拳
法
全
国
大
会
中
学
生

の
部
は
、
１
チ
ー
ム
、
６
人
ま
た

は
８
人
で
編
成
さ
れ
た
42
組

（
チ
ー
ム
）
２
８
０
人
が
出
場
し
、

日
ご
ろ
の
練
習
の
成
果
を
審
査
員

の
前
で
披
露
し
ま
し
た
。

　
少
林
寺
拳
法
は
勝
ち
負
け
が
な

く
、そ
れ
ぞ
れ
の
組
（
チ
ー
ム
）
が
、

日
ご
ろ
の
練
習
の
成
果
を
披
露
し

あ
い
、
楽
し
く
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
る
の
が
特
徴
で
、
チ
ー
ム

リ
ー
ダ
ー
の
平
井
琴
花
さ
ん
は
、

「
全
国
大
会
は
県
大
会
と
は
違
っ

て
、
演
武
の
迫
力
が
す
ご
く
、
貴

重
な
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
全
国
大
会
に
出
場
し
た
他

の
選
手
と
は
、
小
学
生
の
と
き
か

ら
一
緒
に
練
習
し
て
き
た
メ
ン

バ
ー
な
の
で
、
こ
の
経
験
を
活
か

し
な
が
ら
、
今
後
も
仲
間
と
、
少

林
寺
拳
法
を
楽
し
ん
で
い
き
た
い
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。
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法
律
の
改
正
等
に
よ
り
、
新
た

に
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
加
え
、
都

道
府
県
や
市
町
村
の
指
定
を
受
け

た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
へ
の
寄
付
金
が
、

個
人
住
民
税
の
寄
付
金
税
額
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　
開
成
町
で
も
、Ｎ
Ｐ
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法
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Ｐ
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き
く
が
わ
れ

な

い
い
づ
か
と
し

き

の

ひ
ら

い

こ
と

か

と

す
け

く
わ
は
ら
の
り
あ
き

わ
た
ひ
き
と
ら

ふ
か
わ
な
お

文命中学校から６拳士文命中学校から６拳士
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Ｐ
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付
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２
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６
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町
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。
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Ｐ
Ｏ
法
人
に
寄
付
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控
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な
る
こ
と
や
、
認

定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
な
る
た
め
の
基

準
の
一
つ
で
あ
る
Ｐ
Ｓ
Ｔ（
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
サ
ポ
ー
ト
・
テ
ス
ト
）

が
免
除
さ
れ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
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Ｎ
Ｐ
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
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Ｐ
Ｏ
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３
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５
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寄付金控除について
NPO法人への寄付金

《例》県指定、市町村指定及び認定を受けているNPO法人に 1万円を寄付した場合

（10,000円（寄付金額）－2,000円（適用下限額））×40％=3,200円（所得税分）
（10,000円（寄付金額）－2,000円（適用下限額））×10％=　800円（個人住民税分）

県の指定を受けていれば、
個人県民税税額控除（4％）

認定を受けていれば、
所得税税額控除（40％）

所得税と住民税を合わせて、
4,000 円が税額控除の対象
となります。

市町村の指定を受けていれば、
個人市町村民税税額控除（6％）

※寄付金控除には、適用下限額、
上限額等がありますが、この
図では省略しています。

す
。
詳
し
く
は
、
自
治
活
動
応
援

課
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

す
。
詳
し
く
は
、
自
治
活
動
応
援

課
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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12
月
５
日
（
水
）
に
、
町
と
富

士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
竹
松
事

業
所
と
の
間
で
、
災
害
時
に
お
け

る
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
施
設
の
非

常
用
電
源
供
給
に
関
す
る
協
定
を

締
結
し
、
12
月
18
日
（
火
）
に
締

結
式
を
行
い
ま
し
た
。

　
協
定
で
は
、
災
害
時
に
お
い
て

停
電
が
発
生
し
た
場
合
、
富
士
ゼ

ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
竹
松
事
業
所

内
の
自
家
発
電
装
置
か
ら
町
の
マ

ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
施
設
へ
電
源
を

供
給
で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
施

設
は
、
下
水
の
自
然
流
下
が
困
難

な
場
所
や
大
規
模
な
ポ
ン
プ
施
設

が
設
け
ら
れ
な
い
場
合
な
ど
に
設

　下
水
道
は
、
皆
さ
ん
の
安
全
で

快
適
な
生
活
を
確
保
し
、河
川
、湖
、

海
な
ど
の
公
共
水
域
の
水
質
汚
濁

防
止
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、

良
好
な
水
環
境
を
創
造
す
る
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
生
活
基
盤
施
設

で
す
。
下
水
道
を
使
用
す
る
一
人

一
人
が
注
意
し
て
た
い
せ
つ
に
使

用
し
ま
し
ょ
う
。

　
寒
い
時
期
は
、
台
所
か
ら
で
る

油
脂
分
に
よ
り
、
下
水
道
管
が
つ

ま
る
（
閉
塞
）
状
態
が
発
生
し
や

す
く
な
り
ま
す
。
油
脂
分
は
温
度

の
低
下
に
よ
り
固
形
化
す
る
特
性

を
持
っ
て
い
る
た
め
、
下
水
に
流

す
と
は
じ
め
は
液
状
で
あ
っ
て
も
、

下
水
道
管
を
流
下
す
る
間
に
固
形

化
し
閉
塞
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

上下水道課　☎84‐031９問

上下水道課　☎８４‐031９問

置
す
る
も
の
で
す
。

　
停
電
に
な
る
と
排
水
ポ
ン
プ
が

停
止
し
、
汚
水
が
あ
ふ
れ
出
し
て

し
ま
い
ま
す
。
一
昨
年
の
計
画
停

電
の
際
は
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
株
式

会
社
竹
松
事
業
所
の
自
家
発
電
装

置
が
近
く
に
あ
る
た
め
電
気
を
供

給
し
て
い
た
だ
き
、
排
水
ポ
ン
プ

の
運
転
停
止
を
回
避
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
町
で
は
今
後
も
こ

の
よ
う
な
停
電
が
発
生
し
た
場
合
、

速
や
か
に
電
源
を
供
給
い
た
だ
け

る
よ
う
非
常
時
の
連
絡
体
制
を
整

え
て
い
き
ま
す
。

富士ゼロックス株式会社
竹松事業所と災害時における
非常用電源供給協定を締結

　
下
水
道
が
閉
塞
す
る
と
、
汚
水

が
つ
ま
り
環
境
悪
化
を
招
き
ま
す
。

ま
た
、
下
水
道
に
ご
み
を
流
す
と
、

ご
家
庭
内
の
排
水
管
、
下
水
道
の

悪
臭
や
つ
ま
り
の
原
因
に
な
る
だ

け
で
な
く
下
水
処
理
場
で
の
処
理

に
も
影
響
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

事
態
を
防
ぐ
た
め
次
の
こ
と
に
気

を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

①
な
る
べ
く
使
い
き
る
。

②
天
ぷ
ら
油
は
固
め
た
り
新
聞
紙

で
吸
い
取
っ
た
り
し
て
焼
却
ご

み
と
し
て
捨
て
る
。

③
油
の
つ
い
た
鍋
、
皿
な
ど
は
洗

う
前
に
油
を
ふ
き
取
る
。

④
せ
っ
け
ん
を
作
る
な
ど
リ
サ
イ

ク
ル
を
す
る
。

①
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
な
ど
水

に
溶
け
る
も
の
以
外
は
流
さ
な

い
。

②
台
所
の
野
菜
く
ず
な
ど
を
流
さ

な
い
。（
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー
を

設
置
し
て
い
て
沈
殿
槽
を
設
け

管
理
し
て
い
る
場
合
は
除
く
）

●
油
を
流
さ
な
い

　
グ
リ
ー
ス
阻
集
器
の
適
正
な
管

理
を
し
ま
し
ょ
う
。

①
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
掃
除
は
毎
日
１

回
し
ま
し
ょ
う
。

②
悪
臭
の
原
因
と
な
る
油
脂
分

（
ラ
ー
ド
）
の
掃
除
は
毎
日
１

回
し
ま
し
ょ
う
。

③
悪
臭
の
原
因
と
な
る
ゴ
ミ
・
油

脂
の
清
掃
は
１
週
間
に
１
回
し

ま
し
ょ
う
。

④
ト
ラ
ッ
プ
内
部
の
掃
除
は
２
〜

３
か
月
に
１
回
し
ま
し
ょ
う
。

泫
　
グ
リ
ー
ス
阻
集
器
は
、
厨
房

の
排
水
に
含
ま
れ
る
食
物
の
油

脂
分
、
ク
ズ
を
取
り
除
く
た
め

の
装
置
で
す
。
清
掃
し
た
油
脂

分
な
ど
は
、
廃
棄
物
と
し
て
正

し
く
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

　道
路
の
マ
ン
ホ
ー
ル
の
ガ
タ
つ

き
や
悪
臭
、
下
水
道
管
の
つ
ま
り

を
発
見
し
た
と
き
は
上
下
水
道
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
飲
食
店
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

●
ご
み
を
流
さ
な
い

下水道はみんなの財産です下水道はみんなの財産です

公共下水道の
正しい使い方
公共下水道の
正しい使い方

府川町長（左）と富士ゼロックス株式会社竹松事業所　松村所長

下水道に油脂分が固形化した状態

へ
い
そ
く


